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高 知 市 高 齢 者 憲 章
（平成７年４月１日制定）

１ 高齢者が、生き生きとした人生を送れるよう、心身の健康と
安定した暮らしが守られるまちにしましょう。

２ 高齢者が、長年にわたり社会の発展に貢献してきた者として、
敬愛されるまちにしましょう。

３ 高齢者が、培ってきた豊かな知識と経験が、家庭や地域社会で
役立てられるまちにしましょう。

４ 高齢者が、地域の人々との交流と温かいふれあいの中で、共に
支えあえるまちにしましょう。

５ 高齢者が、生涯通じて学び、生きがいをもって人生を過ごせる
まちにしましょう。
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高知市老人クラブ連合会

理 念

高知市老人クラブ連合会は、ますます高齢化が進む中
で、高知市のあるべき姿について定めた「高知市高齢者
憲章」にある高齢者のためのまちづくりに大いに賛同し
ます。
唯一の高齢者団体として、この憲章の精神を真摯に受

け止め、自分達はもちろんのこと、これから後に続く子
供達や孫達のためにも大切な取組であることを、世代間
の共通認識となるように努力をします。
そして、高齢者を取り巻く厳しい社会情勢に対応した

老人クラブの在り方を模索しつつ、高齢者の地位と福祉
の向上を目指し、安心で安全なまちづくりに貢献します。

重 点 目 標

１ 「健康･友愛･奉仕」活動の推進
２ 単位老人クラブの会員増強と活性化
３ 単位老人クラブの後継者育成
４ 市老連ブロック活動および専門部活動の強化
５ 市老連活動の組織強化と多面的な事業･活動の展開
６ 交通死亡事故防止活動の推進


